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土地または家屋の納税者は、市内す
べての土地・家屋の価格が記載され
ている縦覧台帳をご覧いただけま
す。資産の評価額が適正かを判断す
るため、他と比較していただけます。
《ご覧いただける人》
・固定資産税(土地・家屋)の納税者
・納税者の委任を受けた代理人

(納税管理人を含む)
・納税者と同世帯の親族
※本人確認できる書類(運転免許証
等)が必要

《縦覧期間》
４月２日(月)～５月31日(木)の平日

《縦覧場所》市役所税務課(本館１階)
各支所市民生活課

※課税台帳は、納税義務者に加え、
借地・借家している人(賃貸借契
約書など、貸借人と確認できるも
のが必要)も、対象資産について、
年間を通して閲覧できます。

■■申市税務課資産税係(1 .65６５２３)
浅井支所市民生活課(1 .74４３５２)
びわ支所市民生活課(1 .72５２５３)

市では、小中学生がおられるご家庭
で、経済的な理由で、就学に必要な
経費の負担にお困りの保護者へ、学
用品費、学校給食費、新入学学用品
費などの一部を援助します。
【対　象】市内に住所を有する方で
①生活保護金品を受給している保護者
(修学旅行費のみが対象)

②世帯全員の前年の所得合計が基準
以下の保護者

【手続方法】所定の申込書(学校、教育
委員会で配布)を年長のお
子さんが在学する学校か
教育委員会へ提出

※平成18年度受給の場合も申込要
【必要書類】平成18年中の世帯全員の

所得がわかる書類
【手続期限】４月27日(金)

※年度当初から援助希望の場合
■■問市教育委員会教育総務課(1 . 65６
５５０)または市ホームページ

母子父子家庭で、この４月に小中学
校へ入学するお子さんの保護者(平
成19年４月１日に市内に住民登録
がある人)に激励金をお渡しします。
【支給金額】入学するお子さん１人につき

小学校　 5,000円
中学校　10,000円

【受付期間】３月16日(金)～30日(金)
【持参物】申請者名義の預金通帳(郵

便局以外)と印鑑
■■申市子育て支援課(1 . 65６５１４)、
浅井支所保健福祉課(1 .74４３５４)、
びわ支所保健福祉課(1 .72５２５４)

事件事故の被害者支援に協力してい
ただけるボランティアを募集します。
【支援内容】電話相談、裁判所への付

き添い等の心のケアなど
【面　接】４月７日(土)守山市で
【締切り】３月31日(土)
■■問ＮＰＯ法人おうみ犯罪被害者支援
センター(1･FAX０７７－５１４－１
６５１、email:npoovsc@yahoo.co.jp、
活動日以外はいながらない場合あり)

滋賀県警察本部では、警察官や警察
職員(少年補導職員・船舶技術者)を募
集します。詳細はフリーダイヤル、
ホームページまでお問合せください。
■■問県警察本部警務課採用係
(1０１２０－２０４－３１４)
http://www.pref.shiga.jp/police

ボランティアで市民を対象にした講
座を企画プロデュースする「ながは
ま楽習塾」の市民教授を募集します。
【応募資格】５～20回程度開催できる人
【講座内容】書道、カメラ、音楽など
【開設場所】公民館などの公共施設
【開講期間】６月～平成20年３月
【締切り】３月30日(金)
※くわしくは公民館などで配布の募
集要項をご覧ください。
■問市教育委員会生涯学習課(1 . 65６
５５２、FAX .65４５８６)

国土交通省では、道路の意義や重要
性をテーマにした標語を募集します。
【応募資格】小学生以上の人
【賞　品】DVD･HDDレコーダー等
【応募方法】市道路課、支所建設水道課で
配布のはがきか国土交通省ホームページで
【締切り】３月31日(土)必着
■■問市道路課(1 . 65６５３１、浅井支
所建設水道課(1 . 74４３５５)、びわ
支所建設水道課(1 .72５２５６)

委員会はどなたでも傍聴できます。
【と　き】３月22日(木)午後１時
【ところ】市役所東別館６階第10会議室
【内　容】計画の最終案について
■■問市福祉課しょうがい福祉係(1 . 65

６５１８、FAX.64１７６７)

【と　き】３月24日(土)午後８時
【ところ】田根公民館(高畑町)
【講　演】「みんなで取り組むこれ

からの地域づくり」
【講　師】押谷茂敏氏

(㈲押谷地域設計代表)
■■問市地域施策課(1 .65８７１１)

ご存知ですか　就学援助制度

入院時の窓口支払いが自己負担限度額までに－国民健康保険－　　

土地家屋の評価額をご覧いただけます

母子家庭等へ児童入学激励金

被害者支援ボランティアを募集

滋賀県警察官などを募集

ながはま楽習塾市民教授募集

道路ふれあい月間推進標語募集

しょうがい者計画等策定委員会

地域づくり講演会ｉｎ田根

平成19年４月から、70歳未満の方が
認定証を提示することで、入院時の
窓口での支払いが自己負担限度額ま
でとなります。この認定証は、申請
が必要なため、入院が決まれば速や

かに申請してください。世帯の所得
状況により、住民税非課税世帯には、
「限度額適用・標準負担額減額認定
証」を、一般または上位所得者には、
「限度額適用認定証」を交付します。

自己負担限度額(月額)
所　得　区　分
上 位 所 得 者
一 　 般
住民税非課税世帯

３回目までの限度額
150,000円＋(医療費－500,000円)×１％
80,100円＋(医療費－267,000円)×１％

35,400円

４回目以降の限度額
83,400円
44,400円
24,600円

■問市保険年金課(1 . 65６５１２)、浅井支所市民生活課(1 . 74４３５３)、びわ
支所市民生活課(1 .72５２５３)
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